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【新】令和７年 12 月 【旧】令和７年６月 備  考 

 

１．７ 評価項目及び評価基準 

１．７．５ 「①企業の能力等」における申請書等及び評価に関する留意事項 

 

（１０） 難工事施工実績 ≪全型共通≫ 

工事契約の不調・不落の発生が多い難工事の施工実績を評価することにより、地域に貢献している

ことを評価する。 

評価細目 評価の視点 配点 点数 評価基準

2.0 難工事施工証明書が発行された実績あり

0.0 難工事施工証明書が発行された実績なし

難工事施工実績
過去2年間の難工事施工証
明書発行工事実績の有無

2

 

 

f) 申請書及び確認資料提出期限日（※提出日でないことに留意）の７日前（休日含む）からそ

の２年前(休日含む)までに「難工事施工証明書」が発行された工事を評価対象とする。 

※ 自己評価型の場合、1.5 g)参照。 

R２年度 R３年度 R４年度 R６年度 評価対象

7日
① ×
② ×
③ ○
④ ○
⑤ ×

R７年度
対象例 ： 令和７年度公告の場合

申請書等提出期限日
(自己評価表提出期限日)

R５年度

2年間

契約日      完成日(証明書発行日)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．７ 評価項目及び評価基準 

１．７．５ 「①企業の能力等」における申請書等及び評価に関する留意事項 

 

（１０） 難工事施工実績 ≪全型共通≫ 

工事契約の不調・不落の発生が多い難工事の施工実績を評価することにより、地域に貢献している

ことを評価する。 

評価細目 評価の視点 配点 点数 評価基準

2.0 難工事施工証明書が発行された実績あり

0.0 難工事施工証明書が発行された実績なし

難工事施工実績
過去１年間の難工事施工証
明書発行工事実績の有無

2

 

 

f) 申請書及び確認資料提出期限日（※提出日でないことに留意）の７日前（休日含む）からそ

の１年前(休日含む)までに「難工事施工証明書」が発行された工事を評価対象とする。 

※ 自己評価型の場合、1.5 g)参照。 

R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 評価対象

7日
① ×
② ×
③ ○
④ ○
⑤ ×

1年間

R６年度 R７年度
対象例 ： 令和７年度公告の場合

申請書等提出期限日
(自己評価表提出期限日)

  契約日      完成日(証明書発行日)
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評価対象期間を変更 
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【新】令和７年 12 月 【旧】令和７年６月 備  考 

 

１．７．６ 「②技術者の能力等」における申請書等及び評価に関する留意事項 

1.7.6.3 技術者に関する評価基準及び運用事項 

 

（４） 継続教育(ＣＰＤ)の状況 ≪全型共通≫  

 

1) 評価に関する運用事項（別記様式 3） 

a) 別記様式 3における継続教育(ＣＰＤ)の状況を評価対象とする。 

b) 土木関係工事は「建設系 CPD 協議会」の加盟団体、建築関係工事は「建築 CPD 運営会議」の

構成団体の発行する証明書により評価する。対象団体については 1.7.7（2）および（3）を参考

とする。 

c) 申請書及び確認資料提出期限日から過去１年間に発行された単位取得状況で評価する。 

単位取得証明書の証明期間の開始日または末日の日付が申請書及び確認資料提出期限日か

ら直近の１年以内の日付であれば評価対象とする。※自己評価型の場合、1.5 g)参照。 

 

評価対象

①

②

○④
　　　証明期間　１年間

③ 証明期間　１年間 ○

（自己評価表提出期限日）

対象例　：　証明期間が1年間の場合

Ｒ７年度

申請書等提出期限日

Ｒ６年度

１年間

証明期間

単位取得証明書発行日

Ｒ５年度

　証明期間　１年間 ×

　　証明期間　１年間 ○

 
 

 

 

2) 申請書等作成時の留意事項 

a) 推奨ユニット数については、「建設系ＣＰＤ協議会」の加盟団体のうち単位取得証明書を発

行している団体が対象となり、推奨単位は団体により異なるので留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

１．７．６ 「②技術者の能力等」における申請書等及び評価に関する留意事項 

1.7.6.3 技術者に関する評価基準及び運用事項 

 

（４） 継続教育(ＣＰＤ)の状況 ≪全型共通≫  

 

1) 評価に関する運用事項（別記様式 3） 

a) 別記様式 3における継続教育(ＣＰＤ)の状況を評価対象とする。 

b) 継続教育(ＣＰＤ)の評価は、「建設系ＣＰＤ協議会(1.7.7(2) 建設系ＣＰＤ協議会一覧【参

考】)」の加盟団体のうち、単位取得証明書を発行する団体の推奨単位（ユニット等）により評

価する。 

c) 申請書及び確認資料提出期限日から過去１年間に発行された単位取得状況で評価する。 

単位取得証明書の証明期間の末日の日付が申請書及び確認資料提出期限日から直近の１年以

内の日付であれば評価対象とする。※自己評価型の場合、1.5 g)参照。 

 

評価対象

（自己評価表提出期限日）

対象例　：　証明期間が1年間の場合

Ｒ７年度

申請書等提出期限日

Ｒ６年度

１年間

証明期間

単位取得証明書発行日

Ｒ５年度

　　　証明期間
　　　１年間

×

　　　　　　証明期間
　　　　　　１年間

○

①

②

○③ 　証明期間
　１年間

 

 

 

 

2) 申請書等作成時の留意事項 

a) 推奨ユニット数については、「建設系ＣＰＤ協議会」の加盟団体のうち単位取得証明書を発

行している団体が対象となり、推奨単位は団体により異なるので留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

【76 ページ】 

 

 

 

 

 

 

建築関係工事の評価

対象を変更 

 

 

 

 

 

 

対象例の追加 
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【新】令和７年 12 月 【旧】令和７年６月 備  考 

 

１．７．７ 別表関係 

 

（３） 建築 CPD 運営会議構成団体一覧【参考】 

構成員
実績証明書
の発行

推奨認定時間

1 (公社)日本建築士会連合会

2 (一社)日本建築士事務所協会連合会

3 (公社)日本建築家協会

4 (一社)日本建設業連合会

5 (一社)日本建築学会

6 (公社)空気調和・衛生工学会

7 (一社)建築設備技術者協会

8 (一社)電気設備学会

9 (一社)日本設備設計事務所協会連合会

10 (一社)日本建築構造技術者協会

11 (一財)建設業振興基金

12 (公財)建築技術教育普及センター

年間12認定時間有り
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 追加 

 


